
○
金
融
庁
告
示
第
百
三
十
三
号

保
険
業
法
施
行
規
則
（
平
成
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
）
別
表
（
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
第
三
号
ハ
関
係
（
生
命
保
険
会
社

）
）
保
険
契
約
に
関
す
る
指
標
等
の
項
下
欄
第
八
号
、
別
表
（
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
第
三
号
ハ
関
係
（
損
害
保
険
会
社
）

）
保
険
契
約
に
関
す
る
指
標
等
の
項
下
欄
第
七
号
及
び
別
表
（
第
二
百
十
一
条
の
三
十
七
第
一
項
第
三
号
ハ
関
係
（
少
額
短
期

保
険
業
者
）
）
保
険
契
約
に
関
す
る
指
標
等
の
項
下
欄
第
六
号
並
び
に
保
険
業
法
施
行
令
第
四
十
条
第
一
号
等
の
規
定
に
基
づ

き
、
生
命
保
険
募
集
人
に
係
る
制
限
が
適
用
さ
れ
な
い
場
合
等
を
定
め
る
件
（
平
成
十
年
六
月
大
蔵
省
告
示
第
二
百
二
十
八
号

）
第
四
条
第
一
項
第
一
号
及
び
保
険
業
法
施
行
規
則
第
七
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
再
保
険
を

定
め
る
件
（
平
成
十
年
六
月
大
蔵
省
告
示
第
二
百
三
十
三
号
）
第
一
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
金
融
庁
長
官
が
別

に
指
定
す
る
者
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
二
十
三
年
一
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
八
日

金
融
庁
長
官

三
國
谷
勝
範

保
険
業
法
施
行
規
則
別
表
（
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
第
三
号
ハ
関
係
（
生
命
保
険
会
社
）
）
保
険
契
約
に
関
す
る
指
標
等

の
項
下
欄
第
八
号
、
別
表
（
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
第
三
号
ハ
関
係
（
損
害
保
険
会
社
）
）
保
険
契
約
に
関
す
る
指
標
等
の



項
下
欄
第
七
号
及
び
別
表
（
第
二
百
十
一
条
の
三
十
七
第
一
項
第
三
号
ハ
関
係
（
少
額
短
期
保
険
業
者
）
）
保
険
契
約
に
関
す

る
指
標
等
の
項
下
欄
第
六
号
並
び
に
保
険
業
法
施
行
令
第
四
十
条
第
一
号
等
の
規
定
に
基
づ
き
、
生
命
保
険
募
集
人
に
係
る
制

限
が
適
用
さ
れ
な
い
場
合
等
を
定
め
る
件
第
四
条
第
一
項
第
一
号
及
び
保
険
業
法
施
行
規
則
第
七
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
基

づ
く
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
再
保
険
を
定
め
る
件
第
一
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
が
別
に
指
定
す
る
者
は
、

銀
行
法
第
十
四
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
銀
行
が
そ
の
保
有
す
る
資
産
等
に
照
ら
し
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
適
当
で
あ

る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
等
に
基
づ
き
、
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
格
付
機
関
及
び
適
格
格
付
機
関
の
格
付
に

対
応
す
る
も
の
と
し
て
別
に
定
め
る
区
分
（
平
成
十
九
年
三
月
金
融
庁
告
示
第
二
十
八
号
）
第
二
条
各
号
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。


